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Abstract

The purpose of this study is to consider corporate scandals from the point of view of CSR, 
and this study wishes to recognize the causes of the scandals and recommend preventative 
measures. Companies are working on CSR currently. However, in recent years companies that 
were thought to have been at the forefront of these efforts have met with many problems. It is 
necessary to reconsider CSR when confronted with a scandal.

As a result, becoming a mere facade of CSR has occurred. The phenomenon of becoming a 
dead letter must be considered not only because of the presence of CSR but also the 
preventative measures against this recurring such as corporate governance and internal 
audits. It is necessary to integrat CSR within the organization to stop corporate scandals.

1．はじめに

現在企業は大手企業だけでなく中小企業も、
国内だけでなく海外でも CSR（Corporate 

Social Responsibility：企業の社会的責任、以
下略 CSR）に取り組んでいる。CSRの取り組
み普及に関する先行研究にはグリーン調達や
CSR調達を活用して、いかにして中小企業も
含めた国内外の取引先へ普及させるのか、いか
にして CSRの観点からサプライチェーンマネ
ジメントを実施していくのかを考察したものが

多くある（藤井・海野，2006；機械振興協会
経済研究所，2007；畠山，2015など）。
これらは大手企業自体の国内での取り組み普
及はある程度進み、取引先の中でも海外や中小
企業の取り組みが遅れており、今後はこれらを
進めていく必要があるとの認識に基づくもので
ある。
しかし近年取り組みが進んでいると思われて
いた国内大手企業が CSR関連の問題を多く引
き起こしている。例えば東芝の不正会計問題、
タカタ製エアバック問題、マンション杭偽装問
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題、東洋ゴム免震ゴム偽装問題などである。
不祥事の既存研究にはコーポレート・ガバナ
ンスの観点から考察し、ガバナンスの問題点や
在るべき形態を示したものがあるが（大平・佐
藤，2012；青木，2013など）、ガバナンスの
仕組みを整えたらそれだけでどうにかなるわけ
ではなく、仕組み構築後の組織や社員の意識や
行動をどうするのかが重要になるのである。ま
た不祥事を CSRの観点から考察し経営実践と
して CSRに取り組むことの必要性を検討した
ものもあるが（青木，2009）、現在 CSRの取
り組み必要性については議論するまでもない。

CSRの取り組みが進んでいると思われてい
たが全くできていない、CSR調達で取引先に
取引の条件として求めている取り組みを自らが
できていない、コーポレート・ガバナンスの仕
組みを整えても不祥事が続発しているという状
況を鑑みると大手企業の CSRの取り組みを今
改めて考察する必要がある。
不祥事を引き起こした企業は CSR関連の取

り組みに問題があり、うまく機能せず、その帰
結として不正が継続する状況が生じたと思われ
る。そこで本稿では大手企業が引き起こした不
祥事、特に不正行為の継続に着目する。そして
不正行為の継続とその間の CSRの取り組みを
考察し、不正を継続している企業の CSRの問
題点および、企業の CSRの在り方を提示する
ことを目的とする。研究対象は東洋ゴム工業株
式会社（以下略、東洋ゴム）とする。研究方法
は東洋ゴムの HP上にある資料、不祥事につい
てはプレスリリースを、CSRについては CSR

報告書を入手し、東洋ゴムの不祥事と CSRを
踏まえそして分析していく。東洋ゴムは 2007

年断熱パネルの問題発覚後に再発防止策を講じ
たが、免震ゴム・防振ゴムに関する不正はその
後も 2015年に発覚するまで継続していた。し
たがって不正行為が継続する状況と CSRとの
関わりを考察し、CSRの取り組みの在り方や
問題点を明示する際の事例として複数の不正行
為が継続されていた東洋ゴムが適していると判
断した。

なお、現在（2016年 3月）HP上で閲覧で
きる CSRレポートは 2012年以降に発行され
たもののみである。それ以前については、発行
はされていたものの現在閲覧できない状況であ
る。したがって 2012年発行のレポートで確認
できる 2011年から 2件の不正が発覚する
2015年までの不正行為の継続と CSRを主に
考察していく。
以下では初めに東洋ゴムの 3つの問題（断
熱パネル、免震ゴム、防振ゴム）の発生事象、
再発防止策とその問題点および、免震ゴムと防
振ゴムにおける不正行為継続の原因を確認する。
次に免震ゴムと防振ゴムの不正行為が継続さて
いた間の CSRの取り組みについて確認する。
最後に不祥事と CSRについて考察していく。

2．東洋ゴムにおける 3つの不祥事

2-1．断熱パネル発生事象
東洋ゴムは 2007年 11月東洋ゴム工業株式
会社プレスリリース（2007）において、他社
の不祥事を受け社内調査を実施した結果、一部
の硬質ウレタン製断熱パネルに関する国土交通
大臣防火認定（準不燃材料・不燃材料・準耐火
構造・防火構造）の不正取得が判明したことを
公表した。
認定取得時に行っていた不正内容は以下の通
りである。公的機関での検査時に実際の製品に
は使用していない燃えにくくなる物質を混入さ
せ、生産品とは異なるもので性能評価を受けて
認定を取得していた。具体的な方法は準不燃材
料、準耐火構造、防火構造では燃焼を抑える水
酸化アルミニウムを混入し、不燃材料では難燃
剤の増量を行っていた。担当者は新商品を早く
開発したいという焦りからこのような不正を
行っていた  1）。
不正認定取得の時期は準不燃材料 2件が

1992年 10月、防火構造 1993年 1月、準耐火
構造 2件が 1994年 3月、不燃材料 2004年 5

月であり、発覚した 2007年より 15年前から
不正が長期間にわたり行われていた。部長クラ
スの担当者は不正を 1992年の当初から把握し
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代々引き継いでいた  2）。
2007年 11月時点での対象物件数は 176件、

対策費用は対象物件の改修工事費用約 40億円
になる。その後の調査で、2008年 11月時点
では対象建築物数は少し減少し工場 53件・倉
庫 27件・店舗 71件・住宅 6件・学校 2件の
計 159件となり、すでに 64件工事完了、対象
外が確定した物件と合せると約 7割となる合
計 109件の物件で対応が完了している。

2-2．免震ゴム
2-2-1．免震ゴム発生事象
東洋ゴムは 2015年 3月 13日免震ゴムの国

土交通大臣認定不適合等について公表した。以
下、東洋ゴム工業株式会社プレスリリース
（2015d）に基づき発生事象を踏まえていく。
発覚の経緯は 2013年 2月頃、人事異動で新た
に免震ゴムの設計等担当になった子会社  3）の
社員が、一部の免震ゴム製品性能検査において
行われている補正根拠が不明確であることを認
識した。前任者に不明確な補正根拠等を確認し
たが適切な回答を得られなかったので、2014

年 2月頃、上司とともに社長に対して免震ゴ
ム性能検査における補正根拠が不明確であるこ
とを報告した。東洋ゴム化工品から報告を受け
た東洋ゴムは社内調査（疑いの内容・可能性の
程度・当該製品免震能評価等検証）を実施した。
その結果、大臣認定取得の際に技術的根拠のな
い性能評価基準の申請により大臣認定を受けて
いた可能性のあることが判明した。2015年 2

月 6日には社外調査チームに対し調査を依頼し、
2015年 2月 9日国土交通省に対し自主的に報
告した。
不正行為の内容は建築基準法に定められてい
る免震ゴム製品の国土交通大臣認定取得の際に、
技術的根拠のない乖離値を記載して申請を行っ
た不正行為、免震ゴム製品出荷時性能検査に際
して開発技術部担当者が技術的根拠なく恣意的
な数値操作を行なった不正行為、検査成績書作
成に際して工場の品質保証課担当者が技術的根
拠なく恣意的に数値を書き換えて顧客に交付す

る不正行為、計 3種類の不正行為が行われて
いた。
免震ゴム大臣認定取得時の問題行為は 2000

年 12月 14日から 2012年 2月 17日まで行っ
ていた。大臣認定の性能評価基準に適合してい
ない免震ゴムの出荷は 2000年 11月から 2015

年 2月までの間行っていた。顧客に対して交
付する免震ゴム性能試験結果については 2001

年 1月から 2013年 3月までの間、技術的根拠
のない恣意的な数値に書き換えた上で検査成績
書を顧客に対して交付していた。
大臣認定の性能評価基準に適合しない製品の
出荷先は当初（2015年 3月 13日時点）、共同
住宅 25件・庁舎 12件・病院 6件・倉庫 4件・
工場 2件・データセンター2件・複合施設 1

件・研究施設 1件・事務所 1件・個人住宅 1

件の計 55物件、納入製品数 2,052基であっ
た  4）。その後 2015年 4月 21日に、公表済み
55棟以外の物件で大臣認定不適合判明物件 90

棟、適合性不明物件が 9棟、性能評価基準不
適合の製品基数 678基、データ欠損による判
定不可製品基数 177基が新たな事実として判
明した  5）。結果として 3月 13日と 4月 21日
公表分を合わせて、大臣認定不適合が判明した
建築物は合計 145、大臣認定への適合性が判断
できない建築物は合計 9、製品基数は合計
2,907基となる。

2-2-2．免震ゴム不正発生と対処が遅れた原因
免震ゴム不正発生と対処が遅れた原因につい
ては、東洋ゴム工業株式会社プレスリリース
（2015e）を基に以下踏まえていく。不正発生
の原因は第 1に事業評価の不全である。免震
ゴム事業は災害時における生命および財産の安
全を守る技術を取り扱う事業であるにもかかわ
らず、事業化に際してリスクを適切に認識せず、
リスク発生防止を考慮した内部統制整備が不十
分であった。
第 2に規範遵守意識の欠如である。担当者

には技術者倫理意識・規範遵守意識の著しい欠
如があるが不正行為は私的利益獲得のために行
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われたものではない。製造部からは納期を間に
合わせること、営業部門からは開発者に早く大
臣認定取得するようプレッシャーがかけられて
いた  6）。したがってこの問題は個人の資質の問
題として結論づけられるものではないとしてい
る。出荷時における標準的な性能検査過程が書
面化されてない、製品出荷時性能検査の測定値
についてデータ処理詳細の記録化がない、上司
がデータ操作指示をした可能性がある、また適
正な管理監督を行っていなかったなど、規範遵
守意識の欠如につながる不十分な統制環境や不
適切な組織風土が存在していた。
第 3に組織の機能不全である。管理監督を

適正に行なう知識・能力がない管理職の配置、
長期間管理監督を受けずに一人の担当者が製品
性能評価業務を自己権限で実施、不合格品の再
製作費用を検査結果の解析を行なう開発技術部
が負担するという不適切な制度運用、製品出荷
時性能検査を品質保証部門ではなく開発技術部
に頼るなど機能の分離独立の不徹底、監査部門
が複数存在するにもかかわらず開発技術部に対
する監査はほぼ実施されないなど、複数の組織
が不健全かつ不適切な状態でマネジメントされ、
組織機能不全が看過されていた。
第 4に断熱パネル問題の免震ゴム問題への

帰結である。不十分な監査と安易な終息宣言に
より、免震ゴム不正をあぶりだす機会を逸した
ほか、同一担当者の人事ローテーションがない
まま、通算 15年にわたる性能評価検査に従事
させ、管理監督のけん制を欠いた環境を看過し
てきた。コンプライアンス委員会自体が開催さ
れず機能しなかったこと、適切な事業評価と見
直しが実行されていなかったこと、通報制度の
活用がなされなかったことなど、再発防止策の
管理不徹底、継続確認体制と継続意識の脆弱性、
企業を挙げた風土改革への取り組み不足が、免
震ゴム問題を招いた伏線を形成していた。

2-2-3．免震ゴム不正継続原因
ここでは免震ゴムの不正が継続した原因を踏
まえるため、始めに断熱パネル再発防止策とそ

の問題点について、次に免震ゴム不正発覚後の
対応について踏まえていく。
断熱パネル再発防止策については東洋ゴム工
業株式会社プレスリリース（2007）を基に確
認していく。断熱パネルの問題発覚後、東洋ゴ
ムでは以下の再発防止策に取り組んだ。緊急対
策として①社内体制の見直しとして社長直轄の
品質監査室の設置、②コンプライアンス意識の
浸透を徹底するために全従業員を対象としたコ
ンプライアンス研修の実施、③部門長を対象と
したコンプライアンス特別研修の実施、恒久対
策として①内部統制システムの強化、②社員教
育の徹底、③事業監査・品質監査の徹底した推
進、④新事業・新製品・設備投資・出資に関す
る決定プロセスの改善・強化、⑤内部通報制度
の活用促進、⑥ TOYO TIRES（ブランド）の
価値観の共有と伝道に取り組んだ。そしてグ
ループの行動指針である「東洋ゴムグループ行
動憲章」「私たちの 5つの約束」の周知徹底を
図り、二度と再発しないようものづくり企業と
して品質と CSRを経営の中核としてとらえ信
頼回復に努めた。
次に再発防止策の問題点について確認してい
く。東洋ゴム工業株式会社プレスリリース
（2015d）では再発防止策における問題点を 5

点指摘している。第 1に断熱パネル問題発生
後の社内調査についてである。断熱パネル問題
発生後、社長直轄の新設品質監査室による緊急
品質監査を 2007年末に実施した。緊急品質監
査は全国内外生産拠点を対象とし、生産する全
分野の製品について実施するものであった。し
かし、この緊急品質監査は全分野の製品の技術
的知識を網羅する人材がいなく、形式的チェッ
クが行われただけで、製品性能検査結果中の数
値の真実性やデータ処理の過程の妥当性の
チェック等は行われていなかった。少数の担当
者で国内全生産拠点品質監査を約 1ヶ月間、国
外全生産拠点品質監査をその後約 1ヶ月間で行
い、十分な時間と人員を投入することもなく実
施された。そして既存問題行為の有無について
実効性を伴った調査を行わないまま、対外的に



40 同志社女子大学　総合文化研究所紀要　第33巻　2016年

は要求品質が正確に製品品質に展開され、出荷
時点で保証されていると公表した。
第 2にコンプライアンス委員会の権限強化

についてである。恒久対策①内部統制システム
の強化の一環としてコンプライアンス委員会の
権限強化が図られたが、品質問題については
QA委員会（品質保証専門委員会）も管轄して
おり、両委員会の適切な棲み分けがなされてい
なかった。その結果、コンプライアンス委員会
には QA委員会の担当事項との認識があり、適
時・適切な対応ができなかった。また、コンプ
ライアンス委員会の内容は取締役会へ報告され
議事録が外部公表され得ることから、コンプラ
イアンス違反等の問題をコンプライアンス委員
会に上呈することには躊躇する意識が存在した。
結果として公表されていないコンプライアンス
違反等の問題に対して、コンプライアンス委員
会が適切に機能することは難しい状況にあった。
第 3に適正なローテーションの実施につい

てである。恒久対策②社員教育の徹底の一環と
して部門間人事異動の徹底による適正なロー
テーションの実施が促進されたが、具体的な異
動の基準等は策定されなかった。担当者が製品
分野ごとに専門分化され、また代替人員の不足
等により同一の担当者が長期間同じ業務を担当
する状況を大幅に変えることが難しく、人事
ローテーションの促進は訓示的な意味しか持た
なかった。
第 4に品質監査についてである。恒久対策

③事業監査・品質監査の徹底した推進の一環と
して新設された品質監査室によって、全分野の
製品に関する緊急品質監査が 2007年に実施さ
れた。その後も定期的に各製品について監査が
実施されてきた。しかし品質監査が適切な検証
の機会とはならず、定期的な監査が十分な実効
性を伴わないものであった。
第 5に内部通報制度の活用促進についてで

ある。恒久対策⑤内部通報制度の活用促進とし
て、通報者に対する制裁の軽減制度が導入され
た。しかしこれは他の従業員による不正の疑い
があるに過ぎない場合に内部通報を積極的に行

わせるための活用促進策としては十分でなかっ
た。
以上の再発防止策の実施により不正が二度と
再発しないよう、ものづくり企業として品質と
CSRを経営の中核とし信頼回復に努めたが、
免震ゴムと防振ゴムの不正を断絶させることが
できなかった。
最後に経営陣が免震ゴム問題を認識後、対処
が遅れ不正が継続した原因について東洋ゴム工
業株式会社プレスリリース（2015e）を基に踏
まえていく。第 1に経営陣の意識と判断の甘
さである。製品に関わる知識が薄かったことが
要因となり問題が子会社において認識されてか
ら、出荷停止の判断に至るまで約 1年もの時
間を要した。技術的見地からの確証性検証に固
執し、出荷停止や国土交通省への報告を決断せ
ず自己解決を模索し、国土交通省への通報と公
表をリスクとして扱う提示を行なうなど、コン
プライアンス意識が著しく欠如した経営幹部が
存在した。
第 2に危機マネジメントの欠如である。問

題に関わる疑義が子会社において認識されてか
ら、出荷停止および国土交通省への一報の判断
に至るまで、取締役会、執行役員会で議題に上
げられたことはなく、また、社外取締役や監査
役に対しての個別相談も行われなかった。また、
制度化されているコンプライアンス委員会や
QA委員会も議論や報告のために開催されるこ
とはなかった。

2-3．防振ゴム
2-3-1．防振ゴム発生事象
東洋ゴムは東洋ゴム工業株式会社プレスリ
リース（2015f）にて、子会社で製造・販売し
ている一般産業用防振ゴム部品の一部において
納入先に交付している製品検査成績書への不実
記載が生じていたことを公表した。2015年 8

月 20日、社員から疑いについて子会社内で一
報があり、東洋ゴム化工品明石工場長らを通じ、
同月 24日に東洋ゴムコンプライアンスオフィ
サーやダイバーテック事業本部副本部長に報告



41不祥事とCSRの視点

がなされ、疑いが発覚することとなった。
東洋ゴム工業株式会社プレスリリース

（2015j）に基づき不正行為と問題の経緯を踏ま
えていく。不正行為は以下の 5種類である。①
材料試験結果数値改ざん・検査成績書記載とい
うデータ改ざん行為、②材料試験未実施にもか
かわらず、検査成績書作成を目的として過去の
材料試験結果を転用するという過去データ転用
行為、③過去の材料試験の結果を転用したこと
を目立たなくするため等の目的で、過去の材料
試験の結果を若干変更した数値を検査成績書に
記載する過去データ転用後修正行為、④材料試
験結果が納入先と合意した規格値を満たさない
にもかかわらず、過去の材料試験の結果を検査
成績書に記載するという規格外時過去データ転
用行為、⑤ブレンドゴム自体の材料試験が未実
施にもかかわらず、ブレンドの元となる親ゴム
の各材料試験の結果を一定の計算式に代入する
ことによって算出された数値を検査成績書に記
載するというブレンドゴム計算式使用行為の 5

種類である。
問題の経緯は以下の通りである。1995年以
前は検査成績書の作成過程の中で、不正行為と
して過去データ転用行為が行われていた可能性
があることが確認されている。1995年末ごろ
から 2008年頃は担当者が材料試験実施の際に
ブレンドゴム計算の不正行為が実施されていた。
また 2008年以降、明石工場では人員削減が行
われ、品質保証課の課員数も大幅に減少した。
2008年頃から 2013年 6月頃の期間は、過去
データ転用行為、過去データ転用後修正行為、
規格外時過去データ転用行為、ブレンドゴム計
算式使用行為の不正行為が実施されていた。当
時の担当者の上長である課長は不正行為を認識
もしくは容易に認識し得たにもかかわらず十分
な是正措置を実施していなかった。2013年 6

月頃から 2014年 1月頃の期間は、過去データ
転用行為、過去データ転用後修正行為、ブレン
ドゴム計算式使用行為の不正行為が実施されて
いた。これらについて東洋ゴムのダイバーテッ
ク事業本部長、CSR統括センター長、技術統

括センター長、技術統括センターテック品質保
証部部長、東洋ゴム加工品の社長及び後任、品
質技術部部長及び後任、品質保証課課長、営業
本部長、技術・生産本部長兼当社兵庫事業所所
長、開発技術部部長、製造部長代理、品質技術
部担当課長は、認識や関与の程度は異なるが、
不正行為が行われたことを認識もしくは容易に
認識し得たにもかかわらず十分な是正措置を実
施していなかった。このことは 2014年 1月以
降も同様である。2014年 1月頃から 2015年
8月頃の期間は、担当者がデータ改ざん行為、
過去データ転用行為、過去データ転用後修正行
為、規格外時過去データ転用行為、ブレンドゴ
ム計算式使用行為の不正行為を実施していた。
これについて当時の品質保証課長は過去データ
転用行為、ブレンドゴム計算式使用行為につい
て認識しており、早急に厳正な調査・是正措置
を行うべきであったが行わなかった。さらに先
述したように免震ゴム問題発覚後に行なった緊
急対策、具体的には緊急品質監査や・コンプラ
イアス調委員会よる監査で防振ゴム問題の不正
が発見できなかった。
影響は 2015年 10月 14日の時点では当該製

品は 189品番、合計 87,804個、納入先 18社
であったが、その後調査が進み増減があり
2015年 12月 25日時点で最終総数 83品番、
46,646個、19社となった  7）。

2-3-2．防振ゴム不正行為の原因
不正行為の原因は計 4点あり、東洋ゴム工

業株式会社プレスリリース（2015i）を基に踏
まえていく。①長期間にわたり不正行為が継続
されていたことに表れているように材料試験の
実施者・検査成績書の作成者の規範意識が低い、
② 2008年以降品質保証課の人員削減により人
員が不足して業務過多で、検査成績書作成の依
頼から完成までの期間が短く期限について他部
門からのプレッシャーがある、③材料試験実
施・検査成績書作成に関する業務工程や社内マ
ニュアル等が作成されてなく、前任者から伝え
られた方法や業務引継ぎが不十分で自ら考案し
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た方法で業務を行っており、あるべき業務が明
確化されていない、④行動規範を醸成するため
の社内教育が不足していたことである。

2-3-3．不正継続原因
防振ゴム不正継続の原因には免震ゴムと同様
に先述の断熱パネル再発防止策の問題がある。
ここではその他の原因を主に踏まえていく。東
洋ゴム工業株式会社プレスリリース（2015h）
によると不正行為を早期発見・根絶できなかっ
た原因は計 4点ある。①上長ないし管理者と
して、通常持つべき業務に対する責任感を欠い
ていたこと、② 2013年から 2014年に材料試
験結果が過去に欠損していたことについて、相
当上位の上長ないし管理者が把握していたにも
かかわらず、迅速かつ十分な対策や適切な原因
究明も行われなかったことは組織としての管理
体制に不備がある、③上長ないし管理者は業務
過多などの業務上の問題点を把握することが求
められるが、部下ないし同僚とのコミュニケー
ションが不足していた、④検査成績書の承認者
として自ら管掌する業務について一定の技術的
な知識を持ったうえで監督する責任があるにも
かかわらず、上長ないし管理者において技術に
対するあるべき知識が不足していたことである。
また免震ゴム不正発覚後の再発防止策にも問
題がある。東洋ゴム工業株式会社プレスリリー
ス（2015e）に基づき免震ゴム問題再発防止策
とその問題点について以下踏まえていく。再発
防止策の内容は緊急対策 2点と継続対策 5点
から構成されている。まず緊急対策である。緊
急対策の内容は 2点ある。①品質保証部門の
外部資格保有者と外部監査経験が豊富な者で
チームを編成し、生産工場検査工程の緊急品質
監査を実施すること。②委員長は社長で、取締
役、社外監査役を含む監査役、コンプライアン
ス委員長、および品質保証部門の長で構成する
品質・コンプライアンス調査委員会を設置する
こと。さらにその下に外部弁護士、品質保証部
員、および監査部員をメンバーとする調査チー
ムを編成し、以前の社内調査とは異なる次元の

厳密な監査体制を整えて品質監査・技術部門監
査・業務監査の 3種類の監査を実施すること
である。
継続対策は 5点ある。①再発防止に向けた
新組織体制の構築である。品質保証部を品質保
証本部に格上げして権限強化を図り、拠点品質
保証部門を他部門からの独立性を高め、機能・
人員強化を図る。大臣認定等の外部認証専門部
署、外部認証申請を審査・管理する専門組織を
品質保証本部内に新設する。現行ビジネスユ
ニット制組織を機能別（営業・技術・生産部門）
組織に再編成し、横断的相互チェック体制の強
化、人事ローテーションの活性化を図る。コン
プライアンス事案を一元的管理・対応するため、
チーフコンプライアンスオフィサー（以下略、
CCO）を中心とした制度に改め、CCO諮問機
関の新コンプライアンス委員会を設置する。ま
た監査役への報告を必須とし、外部法律事務所
等による監視機能を加える。コンプライアンス
推進室を担当組織とし、室長および専任担当を
置き、関連部門と連携した事案対応、全社施策
の立案・実施を行ない、現場支援を担うことと
した。
②ものづくりの不正を起こさない仕組みの構
築である。新しい品質保証体制に基づく実効性
のある監査の実施を目指し、品質保証部による
監査内容を全面的に見直し、品質ルールの見え
る化、個人裁量の排除、業務遂行レベルの標準
化・向上を狙いとした業務内容に踏み込んだ徹
底した監査を実施・フォローする。品質保証部
が技術・生産部門品質システム規定類の適切性、
品質システムに基づいて業務が適切に行われて
いるかの監査・改善を行なう。内部監査の運用
体制を見直し、監査部による内部監査と品質保
証部が実施する監査の連携を促進して複数組織
による監査を実施し、部門に対する一貫した継
続的なフォローを実施する。また内部通報制度
見直し及び通報ルートを複線化して内部通報の
活用を促進する。通報受領者の対応ルールを明
確にし、周知するとともに、通報者に対する適
切なフィードバックにより、透明性を担保する。



43不祥事とCSRの視点

③全社として問題に対処する仕組みの構築で
ある。リスクマネジメントを採り入れた全社共
通の事業評価ガイドラインを策定・運営し、経
営資源の効率的配分促進、事業の全社収益への
貢献度やリスクの所在を見極める。
④風土改革を目指した企業体質の改革である。
経営陣が意識改革への覚悟を明示し、コンプラ
イアンス徹底に向けて意識改革に取り組むこと
をコミットメントする。部長クラスを推進メン
バーとして選抜し、閉鎖的なカルチャー・縦割
り意識が形成されてきた原因を辿る議論を組織
単位で全社的に行ない、当事者意識と帰属意識
の啓発と自浄作用によるモラルアップとブラン
ド力の再強化を目指す。コンプライアンス研修
プログラムの見直し・再構築を行い、全技術者
向けに倫理教育を含む研修プログラムを策定・
実施する。その他、就業規則・懲罰規定を見直
し、プロセスを整備して厳格運用を進める。会
社のコンプライアンス違反に対するスタンスを
明示することにより、不正に対する牽制と全社
的な意識醸成を図る。また組織人として備える
べき要件を明確化し計画的な人材育成を実施す
る。
⑤再発防止策の徹底と継続である。免震ゴム
問題が 2007年断熱パネル問題の再発防止策不
徹底の延長線上に発生したことを教訓とし、本
再発防止策の実行スケジュールを明確にし、徹
底展開を図る。
これらの再発防止策には問題点がある。免震
ゴム問題発覚の後、2015年 10月に防振ゴム
問題が発覚した。免震ゴム問題発覚後に行なっ
た緊急対策、具体的には緊急品質監査や・コン
プライアス調委員会よる監査で防振ゴム問題の
不正が発見できなかった。免震ゴム問題と防振
ゴム問題は判明した不正内容・原因に類似点が
見られることから、この緊急対策が十分ではな
かったことが明らかとなった。以上のことが原
因となり防振ゴムの不正は継続されることと
なった。

2-3-4．防振ゴム再発防止策
再発防止策として緊急対策と徹底対策の 2軸
で改善策を実施している。東洋ゴム工業株式会
社プレスリリース（2015i）を基に踏まえていく。
緊急対策（再確立を要する内容）は免震ゴム問
題の再発防止策の中で不備のあった緊急対策や
その他の施策実行が遅れている項目に関し、そ
の反省を踏まえ「緊急対策」として優先的に実
施するものである。具体的には大きく 3点ある。
①全事業にわたる再監査の実施は、㈱日本能率
協会コンサルティングによる監査の検証と再監
査の実施である。②東洋ゴム化工品明石工場の
抜本的改革は、業務の明確化および業務工程全
体の抜本的改革、検査成績書に関する不正行為
を直接的に防止するための対策、検査成績書の
不正行為を制度的に防止するための対策、技術
および業務知識の引継体制の整備・強化、コ
ミュニケーションの活発化の 5つの取り組み
の実施である。③品質保証・管理体制の再構築
は、品質保証体制の組織面での強化、品質保証
システムの見直しによる管理強化の 2つの取
り組みである。
徹底対策（充実強化を要する内容）は現在、
免震ゴム問題の再発防止策として進めている施
策をより充実強化させ、また防振ゴム問題を受
けた施策を盛り込み「徹底対策」として長期的
視野を持って行なうものである。具体的には大
きく 3点ある。①コンプライアンス・ガバナ
ンスの強化徹底では、コンプライアンスへの啓
発強化および推進及びリスクを意識した内部統
制の強化が実施されている。②不正行為の早期
探知・危機管理体制の確立では、危機管理体制
の整備及びコンプライアンスおよびガバナンス
の再構築プロジェクトが実施されている。③社
員教育の再徹底と企業風土の抜本的改革の実施
である。

3．CSRの取り組み

ここでは CSRレポートで確認ができる 2011

年の取り組みから、免震ゴム・防振ゴムの 2つ
の不正が発覚する 2015年までの東洋ゴムの
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CSRの取り組みについて、特に CSRの考え、
コーポレート・ガバナンス、品質の取り組みつ
いて踏まえる。

3-1．CSRの基本方針
2014年 5月に新たな CSR方針（基本方針

と重点テーマ）を策定した。方針は「一人ひと
りが社会との「つながり」を意識して行動し、
人と社会に求められる企業であり続けます」で
ある（東洋ゴム工業株式会社，2014）。この考
えの基にあるのは、CSRは企業の社会的責任
のことだが、企業活動は個人の行動の積み重ね
で成り立っているので、CSRを実践する主体
は社員一人ひとりということである。つまり、
一人ひとりの意識と行動が、そのまま社会との
接点になることを自覚する必要があるというこ
とである。そして CSRの原点を責任・信頼・
誠実の 3つと定め、これらの価値観の浸透に
取り組み、一人ひとりの誠実な行動により企業
としての責任を果たし、ステークホルダーから
の信頼を獲得することを目指している。3つの
価値観である責任・信頼・誠実は、グローバル
化に伴う「責任」の拡大と多様化、ステークホ
ルダーからの「信頼」の獲得、基盤は「誠実」
な事業活動を示している。
取り組み重点テーマは ISO26000に基づき

マテリアリティを特定し 7つの重点テーマを
設定した。そしてそれぞれのテーマごとに
2020年に向けてあるべき姿を明示している（表

1）。

3-2．コーポレート・ガバナンス
東洋ゴムにおけるコーポレート・ガバナンス
の基本的な考え方は「ステークホルダーの期待
に応えるため、経営の透明性と効率性を追求し
ながら、適切な経営体制の維持・構築に努めて
います。コーポレート・ガバナンス、内部統制
システム、コンプライアンスのさらなる強化を
図るとともに、CSR経営の推進に取り組んで
いきます」である（東洋ゴム工業株式会社，
2014）。
内部統制システムの整備は以下の通りである。
東洋ゴムでは 2012年 11月に制定した、企業
集団として社会的責任を果たしていく上での基
本的な姿勢を定めた「東洋ゴムグループ企業行
動憲章」（表 2）、一人ひとりがグローバル企業
の一員としてどのように行動すべきかの基準で
ある「東洋ゴムグループ行動基準」（表 3）を
基本原則とし、すべてのグループ各社と役員・
従業員が法令・定款および企業倫理を遵守した
行動をとることになっている。さらにグループ
全社として業務のレベルアップを目指し、品質
保証、環境・安全衛生、技術、組織人事、リス
ク管理、コンプライアンスの各専門委員会の機
能を強化・充実を図っている。2015年 7月に
は、コンプライアンス事案の全社・組織的な把
握と一元的な管理・対応を目的として、コンプ
ライアンスオフィサー制度を導入し、新コンプ

表 1　CSR重点テーマとあるべき姿

重点テーマ 2020年のあるべき姿

1 製品・サービスの信頼と革新 高い品質と安全性をベースに、環境にやさしい製品・サービスを提
供している

2 地球環境への貢献 グループ全体で環境経営を推進している
3 人権と多様性の尊重 国際的な人権意識のもと、多様な人材が活躍している
4 取引先との協働 サプライチェーン全体で CSRに取り組んでいる

5 地域社会との共生 ステークホルダーの声に耳を傾けながら、地域社会の発展に貢献し
ている

6 安全で健康的な職場づくり 安全を最優先に、安心して働ける職場づくりに取り組んでいる
7 ガバナンス・コンプライアンスの強化 常に経営の透明性向上を図りながら、誠実な事業活動を実践している

出典：東洋ゴム工業株式会社（2015）『東洋ゴムグループ CSR報告書 2015』に基づき筆者作成
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ライアンス委員会を設置した。
東洋ゴムにおけるコンプライアンスの基本的
な考え方は「法令遵守にとどまらず、社会から
の要請に誠実に応えること」である（東洋ゴム
工業株式会社，2015）。そのための指針として、
2005年度に企業行動憲章と個人行動規範を制

定、2008年度に個人行動基準「東洋ゴムグルー
プ行動基準ハンドブック」を作成し、2011年
度はそれらの改訂を行い、2012年度は上述の
「東洋ゴムグループ企業行動憲章」と「東洋ゴ
ムグループ行動基準」を制定した。これらをグ
ループ全体に浸透させる取り組みを実施するこ

表 2　東洋ゴムグループ企業行動憲章

誠実
法令・規制・標準及び社内ルールを遵守します。
自由な競争と公正な取引の原則に従い、事業活動を行います。
政府・行政機関とは、健全な関係を維持します。

モノづくり 高い品質と安全性を有し、社会に役立つ製品とサービスを提供します。

人
全ての従業員に安全で健全な職場環境を提供します。
職場において、お互いの多様性を尊重します。

環境 環境に配慮した事業活動を行います。

社会
ステークホルダーと透明で公正なコミュニケーションを実施します。
地域の経済と社会の発展に貢献します。
人権及び各地域の文化、慣習を尊重した経営を行います。

出典：東洋ゴム工業株式会社（2015）『東洋ゴムグループ CSR報告書 2015』に基づき筆者作成

表 3　東洋ゴムグループ行動基準

誠実

1コンプライアンス
私たちは、業務活動の全ての場面において、法令や社内ルールを守り、高い倫理意
識を持って行動します。

2会計処理
私たちは、財務・会計・税務及び内部統制に関する法令や社内ルールに従い、適正
な会計処理を行います。

3会社資産の管理 私たちは、知的財産を含む有形・無形の会社資産を適切に管理・活用します。

4情報の管理 私たちは、社内外の機密情報や個人情報を適切に保護・管理します。

5自由な競争と公正な取引
私たちは、各国・地域の自由な競争及び公正な取引に関する法令を遵守し、オープ
ンかつフェアに業務を行います。

6贈答と接待
私たちは、各国・地域の法令に違反したり、社会的慣習を逸脱するような贈答・接
待は行いません。

7政治家・公務員等との関係 私たちは、政治家や公務員等に対して、不適切な金品の贈与や接待は行いません。

モノづくり 8製品とサービスの提供
私たちは、安全性を最優先に、高品質で環境に配慮した製品・サービスを提供し、
社会の信頼を獲得します。

人
9健全な職場環境 私たちは、安全・衛生・環境・防災に配慮した職場づくりに継続して取り組みます。

10多様性の尊重
私たちは、お互いを尊重し合い、差別や嫌がらせのない、活気のある職場づくりを
行います。

環境 11環境への配慮 私たちは、環境に関する法令・規制を遵守し、環境に配慮した活動を行います。

社会

12双方向のコミュニケーション
私たちは、適切な情報開示や双方向のコミュニケーションを通じて、ステークホル
ダーと良好な関係を構築します。

13インサイダー取引の禁止
私たちは、東洋ゴムグループ及び他社の未公開の情報に基づく株式などの売買は行
いません。

14社会貢献 私たちは、一市民として社会問題に関心を持ち、協働して課題解決に取り組みます。

15人権及び地域社会の尊重 私たちは、業務に関わる全ての人々の人権及び各地域の文化や慣習を尊重します。

出典：東洋ゴム工業株式会社（2015）『東洋ゴムグループ CSR報告書 2015』に基づき筆者作成
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とによりコンプライアンスを最優先とする企業
風土醸成を目指している。
そのための具体的な取り組みとしてコンプラ
イアンス推進体制の充実とコンプライアンス教
育の充実を図っている。2004年度にコンプラ
イアンス関連の方針や方策を審議する専門委員
会であるコンプライアンス委員会を設置し、
2008年度にはコンプライアンス委員会の下部
組織「全社コンプライアンス推進部会」、全社
的な統括部門「コンプライアンスセンター」（後
に CSR統括センターに名称変更）を設置し、
包括的に教育・啓発活動や推進体制の強化を
図ってきた。2012年度からは部門長をコンプ
ライアンス推進責任者として、より実効性ある
体制への見直しを行ってきた。コンプライアン
ス教育の充実では、各階層別研修において社員
一人ひとりの意識・感度の向上を図るため、事
例研究やグループ討議を中心にコンプライアン
ス教育を実施している。また、役員やコンプラ
イアンス推進責任者を対象とする経営幹部向け
の研修も引き続き実施している。
さらに CSA（Control Self-Assessment：統
制自己評価）を実施している。CSAは 2012年
度から国内の全拠点・部門を対象に、各部門が
コンプライアンスを含めたマネジメント状況を
自ら評価し、改善活動に取り組む仕組みである。
CSR統括センターに設置されている監査部が

業務の遂行状況から内部統制の評価まで幅広く
モニタリングを実施し、グループ全体の内部統
制システムの強化を図っている（東洋ゴム工業
株式会社，2013）。

3-3．CSRと品質
東洋ゴムにおける品質の基本的な考え方は、
企業行動憲章（表 2）と TOYO製品安全憲章（表
4）に明示されている。東洋ゴム工業株式会社
（2015）によると、企業行動憲章では「高い品
質と安全性を有し、社会に役立つ製品とサービ
スを提供」することをモノづくりの原則とし、
すべての役員・従業員が実践しなければならな
い使命としている。TOYO製品安全憲章では
製品の安全に関する基本理念と行動基準を明示
し、これらを具現化するための実行計画を策定
し推進している。QA委員会は品質保証に関す
る基本方針や方策などを策定してグループ各社
を含む全社的な品質保証体制を構築し、品質保
証部が方策の具体的な展開と推進の役割を担っ
ていた。しかしその後、免震ゴム問題再発防止
を目的として、2015年 7月 1日に従来の品質
保証部を品質保証本部に格上げして権限強化を
実施し、各拠点の品質保証部門を他部門からの
独立性を高め、機能と人員の強化も図っている。
また外部認証申請を審査・管理する専門組織と
して、標準管理室を新たに設置し、品質ルール

表 4　TOYO製品安全憲章

1．基本理念 私たちは、社会によりよい動きと快適さを提供する企業活動を通じて、より安全な製品をお客さ
ま、消費者、社会に提供し、豊かでゆとりある社会づくりに貢献します。

2．行動基準

1） 東洋ゴム工業は、人と地球のよりよい共生関係をつくりだしていく環境創造企業として安全
で信頼される製品・サービスをお客さま、消費者、社会に提供します。

2） 東洋ゴム工業は、製品の安全を確保するために必要な社内外の法規・規格・基準・規定を遵
守し、それらに適合することはもとより、製品のより高い安全性をめざします。

3） 東洋ゴム工業は、製品の企画、開発、設計の段階から生産、販売、使用、さらには使用後に
至るまでの製品の安全に配慮します。

4） 東洋ゴム工業は、製品の安全について、従業員各層の教育・啓発を行い、製品の安全意識の
高揚を図ります。

5） 東洋ゴム工業は、お客さま、消費者に対して、商品の適正な使用法、誤使用の防止について、
周知・啓蒙を図るとともに、お客さま、消費者のご意見・ご要望には真摯に耳を傾けて製品
に反映させ、製品の安全の徹底を図ります。

出典：東洋ゴム工業株式会社（2015）『東洋ゴムグループ CSR報告書 2015』に基づき筆者作成
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見える化、個人裁量排除、業務遂行レベル標準
化・向上を目的に監査部と連携した実効性のあ
る品質監査体制の整備を進めている。

4．不祥事と CSR

東洋ゴムでは断熱パネル、免震ゴム、防振ゴ
ムと 3つの製品で不祥事が生じていた。免震
ゴムや防振ゴムでは 2007年に断熱パネルの不
正が発覚した後も 2015年まで長期間不正が継
続していた。不正継続の原因として主に挙げら
れていたのは以下の点である。コンプライアン
ス意識が著しく欠如した経営幹部の存在、経営
陣の危機マネジメントの欠如、管理者として通
常持つべき業務に対する責任感の欠如、組織と
しての管理体制の不備、管理者の技術に対する
あるべき知識の不足、組織の役割が適切に棲み
分けされていない、コンプライアンス委員会の
機能不全、適正な人事ローテーションの欠如、
内部通報制度の活用促進策が不十分、実効性を
伴う調査がなく形式的チェックで済まされた監
査などである。
東洋ゴムは責任を果たし信頼を得るには誠実
な事業活動が必要とし、CSRの原点を責任・
信頼・誠実の 3つを定めていた。企業活動は
個人の行動の積み重ねで成り立っており、
CSRを実践する主体は社員一人ひとりである
という考えを基に、CSRの基本方針を社員一
人ひとりが社会とのつながりを意識して行動し、
人と社会に求められる企業であり続けることと
していた。そしてこれらの価値観を浸透させ、
一人ひとりが高い倫理意識を持って誠実な行動
で企業としての責任を果たすことを目指してそ
のための指針として「東洋ゴムグループ企業行
動憲章」「東洋ゴムグループ行動基準」を制定
していた。
これらをグループ全体に浸透させる取り組み
を実施することによりコンプライアンスを最優
先とする企業風土醸成を目指していた。具体的
な取り組みとしてコンプライアンス推進体制と
コンプライアンス教育の充実、CSAも実施し、
CSR統括センターの監査部が業務の遂行状況

から内部統制の評価まで幅広くモニタリングを
行いグループ全体の内部統制システムの強化を
図っていた。
東洋ゴムにおける一連の問題と CSRの考え
や取り組みを照らし合わせてみると、CSRの
考えや取り組みが組織全体に浸透し実行されて
いたら一連の不祥事が繰り返し発生し、不正が
継続することを防げた可能性が高いと思われる。
不正行為が継続していた期間における CSRの
取り組みは、断熱パネル、免震ゴム、防振ゴム
の 3つの問題に関する不正が継続した原因を
取り除き不正継続にストップをかけるのに資す
る考え・方針が示され、取り組みが試みられて
いたのである。
しかし組織を構成する経営陣から社員一人ひ
とりに、全てのプロダクトとプロセスに CSR

の浸透は完全に成されておらず、取り組み項目
を決めて仕組みを構築するのみで実効性や効果
の担保が伴わない「仏作って魂入れず」の状態
で CSRの形骸化が生じていた。形骸化は CSR

だけではなくコーポレート・ガバナンスや監査
体制など多くの再発防止策でも生じていた現象
である。
今までの不正発覚後の再発防止策などの対処
は監査徹底、ガバナンス体制強化、品質・懲
罰・就業などのルール化、外部弁護士のチェッ
クなど取り組み項目を決め、仕組みを構築し、
かつ厳しくするという方向性のものである。監
査を厳しくすれば問題を発見しやすくなり、仕
組みがないよりはある方が属人的な仕事の仕方
や判断を排除しやすくなり、不祥事の発生確率
や不正が継続する可能性が減少すると思われる。
しかしそもそも不祥事の発生を防ぐこと、不正
の継続状態を防ぐために必要なこと、企業風土
改革に必要なことは仕組みを構築し厳しくする
ことなのであろうか。またコーポレート・ガバ
ナンスの強化では不祥事の発生は防げない  8）。

2010年に組織の社会的責任に関する国際規
格である ISO26000が発行され、CSRの定義
が「組織の決定及び活動が社会及び環境に及ぼ
す影響に対して、透明かつ倫理的な行動を通じ
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て組織が担う責任」とグローバルで統一された
（ISO SR国内委員会監修，2011）。換言すると
東洋ゴムの意思決定と事業活動が社会と環境に
与える影響に対して、東洋ゴムは責任を全うす
るということである。この定義を本来の CSR

とし、これに基づき自社の CSRを考え、再発
防止策の方向性、様々な仕組み、判断基準や東
洋ゴムが目指す在るべき姿などが本来の CSR

に資するものになっているのかを常に意識する
必要がある。
筆者は不祥事再発が繰り返され、不正が長期
間継続している東洋ゴムに必要なことは CSR

の組み込みだと考える。東洋ゴムが CSR報告
書で記載していた CSRの原則・基本方針やそ
の他の指針や在るべき姿などは不祥事発生後の
現在において極めて重要な取り組みの方向性を
示している。CSRを全てのプロセスとプロダ
クトに、全ての判断基準に、経営陣から末端ま
での全ての社員一人ひとりの認識に組み込むこ
とで企業風土改革につながり、不祥事の発生や
不正の継続を防ぐことにつながると考える。
東洋ゴムでは企業活動は個人の行動の積み重
ねで成り立ち、CSRを実践する主体は社員一
人ひとりであり、一人ひとりの意識と行動がそ
のまま社会との接点になることを自覚する必要
があるということを自ら示しているのである。
社員一人ひとりが本当の CSRを認識し、全て
のプロダクトとプロセスで方向性や判断基準に
CSRの視点を入れ、本当の CSRに基づき判
断・実行していくことが今求められていること
である。データを変える、公表を遅らせる、認
証不正取得製品を販売するといった意思決定や
事業活動は、社会と環境に与える影響に対して
責任を全うしていることになるのか、責任を果
たし信頼を得るに資する誠実な事業活動になっ
ているのかを常に考え判断していくということ
である。
あらゆるプロセスとプロダクトにおいて全社
員一人ひとりがこのように考え・判断し業務に
あたれば形骸化を避け、繰り返しの不祥事発生
や不正が継続する状況を防ぎ、かつ組織文化変

革の実現に結びつくと思われる。CSRを積極
的に活用すべきである。

5．おわりに

取り組みが進んでいると思われていた大手企
業で不祥事が繰り返され、不正が長期継続して
いた原因は CSRの形骸化と組み込みの不徹底
である。そのため企業風土変革ができず不祥事
を繰り返しているのである。価値観や組織文化
によっては CSRの組み込みを行っていくこと
は抵抗などがあり容易ではなく時間がかかるこ
とが指摘されている（関，2011；川村，2015）。
しかし一連の不祥事が発覚し世間から厳しい目
を向けられている東洋ゴムは現在、今までとは
異なり比較的企業風土改革などの対策が実施し
やすい状況にあると思われる。東洋ゴムのこれ
からの取り組みや、他の企業における不祥事と
CSRに関する考察は今後の課題である。

注
1） 「東洋ゴム偽装断熱材 3倍燃えやすく」『日本
経済新聞』2007年 11月 6日朝刊

2） 同上
3） 2013年 1月に防振ゴムを含む化学工業製品の
技術開発、製造、販売、サービス、管理までを
集約した東洋ゴム化工品株式会社が発足した。

4） 東洋ゴム工業株式会社プレスリリース（2015a）
5） 東洋ゴム工業株式会社プレスリリース（2015b）
6） 「東洋ゴム、ムラ社会のツケ」『日本経済新聞』

2015年 7月 9日朝刊
7） 東洋ゴム工業株式会社プレスリリース（2015g）
8） 「ガバナンスと不祥事は関係ない」『日経ビジネ
ス オ ン ラ イ ン 』2015 年 12 月 17 日 http://

business.nikkeibp.co.jp/atcl/interview/15/230

078/121500019/?P=1&rt=nocnt
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